
議員提出第７号議案資料

区名
定額

（日額）
実費 金額、条件等 不支給

千代田 〇

実費相当額を支給。

当該議員の住所から議事堂までの間を交通機関を利用して往

復するものとした場合で、最も経済的な通常の経路として議

長が認めたものに係る運賃に相当する額を旅費として支給す

る。ただし、当該額に100円未満の端数が生じた場合は、こ

れを切り上げる。

中央 〇 2,500円

港 〇 2,000円

新宿 〇 2,500円（全行程を公用車を利用した場合は支給しない）

文京 〇 2,000円（公用車を利用した場合は1,000円）

台東 － － 〇

北 〇 2,000円（公用車を利用した場合は支給しない）

荒川 － － 〇

品川 〇

議員の住所と議事堂との間を時間、距離等の事情に照らし最

も経済的かつ合理的と議長が認めた経路により往復する場合

に要する交通機関の運賃に相当する額。（公用車を利用した

ときは、支給しない）

目黒 〇 2,000円（2021年6月1日～2023年4月30日まで支給停止）

大田 〇 3,000円

世田谷 〇

議員（公用車を常用している者を除く。）の住所から議事堂

までの間を交通機関を利用して往復するとした場合の最も経

済的な通常の経路として議長が認めたものに係る運賃に相当

する額を支給する。

渋谷 〇 2,000円

中野 〇 3,000円（2021～2022年度は1,500円に減額）

杉並 － － 〇

豊島 － － 〇

板橋 〇 3,000円

練馬 － － 〇

墨田 － － 〇

江東 － － （前期まで3,000円を今議会で不支給を決定） 〇

足立 〇

3,000円（議長・副議長が公用車を利用したとき、又は議員が

招集に応じ協議等の場に出席するため旅行した場合におい

て、当該議員の住所から議事堂までの直線距離が1キロメー

トル未満のときは、支給しない。）

葛飾 〇 3,000円

江戸川 〇
3,000円（1日につき、3,000円なので、委員会等が重な

る日も3,000円支給とする。）
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